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令和４年度 第２回学校評価（保護者）結果報告

２学期末に実施いたしました「第２回学校評価アンケート」では、ご協力いただきありがとうございました。

結果がまとまりましたので、ご報告いたします。

アンケートの回答結果や、いただきましたご意見・ご要望については今後検討し、改善すべき点は改善し、

学校教育の質的向上を目指していきます。

また、複数あったご意見に対しましては、裏面に学校の対応・考えを記載いたしました。個々のご意見につ

きましては、学級担任を通して回答いたします。

【在籍数５４８ 回答数４５０ 回収率８２％】
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授業が「分かりやすい」「楽しい」と感じている。

自主的な家庭学習や読書の習慣が身に付いている。

ICTを日常的に活用した授業を実施している。

返事や挨拶、場に応じた受け答えができている。

マナーやきまりを守って生活している。

いじめの未然防止、早期発見、早期対応に努めている。

早寝早起き朝ご飯を心がけ、運動したり外で遊んだりしている。

自転車に乗るとき、ヘルメットをかぶっている。

施設の管理や安全対策を適切に行っている。

各種通信や連絡帳などで、学校の様子を分かりやすく伝えている。

お子さんのことで教育相談や日頃の連絡を通して、保護者との連携に努めてい

る。

授業参観や学校行事、PTA活動や地域行事、公民館活動などに参加している。

学校ホームページ（学校の様子やコミュニティ・スクール通信など）を見ている。

お子さんは、いろいろなことに関心をもち、進んで物事に取り組んでいる。

お子さんの将来の夢や希望について、家族で話し合っている。

令和４年度 第２回保護者学校評価
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学校評価に寄せられた複数意見・質問と学校の対応・考え
※ 貴重なご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。今後も、学校へのご支援・ご協力をお願い

いたします。

１ 安全対策について
○交通安全については、年度当初に警察官や交通指導員の方を招いて、交通安全教室を開催しておりま

す。また、長期休業前にも、警察の方などに講話をいただいたり、交通安全について学習する機会を設

けています。また、ヘルメット着用について指導を繰り返し行うとともに、ヘルメットの着用努力義務があ

ることを周知していきます。

○防犯対策について、夏期休業期間を利用して教員に対する講習会を行うとともに、防犯訓練時には、安

全部の職員を中心に、実際にさすまたを使って、不審者を制圧する訓練を行っています。

○避難訓練については、現在、各学期に一回以上を行っています。また、休み時間での実施や、児童に日

時を通知せずに訓練を行うなどの避難訓練を重ねています。今後は、より訓練の内容を精選していくと

ともに、実施回数などを検討していきます。

○名札等については登下校中、震災や事故に遭った際、「どこ」の「だれ」かが分かるということは、重要で

もありますが、昨今の社会の様子を鑑みて、今後、検討していく必要のある部分と考えています。

２ 生徒指導について（服装等）
○「一小ナビ」において、『学校での服装は、シンプルで活動しやすいものを着用させてください。』とお伝

えをしており、各学級においても担任がこれに則って指導をしているところです。髪を結ぶゴムについても

同様となります。

学年通信等で保護者に再度周知をするとともに、より一層の教職員の共通理解を図って指導をしてい

きます。

再掲載
１ 安全対策について
○現在８時２５分より児童玄関を施錠する対策を今年度も実施しています。

また、以下のような対応を行い、危機意識を高め安心、安全な学校となるよう努めてまいります。

（１）不審者対応マニュアルの見直し

（２）全児童を対象とした「不審者対応講習」、職員を対象とした「不審者対応訓練」及び研修

（３）子どもたちの安全確保へ向けた警察等関係機関との連携。

○交通安全については、「一小子ども見守り隊」の方達の協力いただきながら、「自分の命は自分で守る」

という一貫した視点で、学校でも常時指導しているところです。毎年のことですが、今後も継続して指導

してまいります。

（１）自転車に乗る時は、必ずヘルメットを着用する。（自転車ヘルメット着用努力義務）

（２）道路で遊んだり、ふざけたりしない。道路で横に広がらない。

（３）横断歩道では、特に注意して渡るようにする。

（４）他の家の敷地内を通らない。登下校時は、決められた安全な通学路を通る。

（５）その他交通ルール、交通マナーを遵守する。

２ 登校班について
○これまでに検討した結果、登校班があることにより負担を感じるご家庭も多く、登校班を編制しておりま

せん。今後は「一小子ども見守り隊」の拡充を図り、児童の安全確保に努めて参りたいと思います。

お願い
※ 児童の送迎に利用できるのは、「法務局跡地（幼稚園東の未舗装の）駐車場」のみとなっております。

年度当初より折に触れお知らせしているところでありますが、再度確認させていただきます。学校周辺

は、本校児童の他、保育園や幼稚園の未就学児、中学生も通園通学のために往来します。子ども達の

安全確保のためご理解ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。（特に、雨天の日は大変混

み合うので、ご配慮をお願いします。）


